
舗装用改質アスファルトの製造販売業者に対する排除措置命令，課徴金

納付命令等について 

令和元年６月２０日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会は，舗装用改質アスファルト（注１）の製造販売業者２社に対し，本日，

後記第１のとおり，独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を

行った。 

本件は，舗装用改質アスファルトの製造販売業者が，独占禁止法第３条（不当な取

引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたものである。 

また，舗装用改質アスファルトの製造販売業者ら５社に対し，本日，後記第２のと

おり，独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定の違反につながるおそれが

あるものとして注意を行った。 
（注１）「舗装用改質アスファルト」とは，ストレートアスファルト（原油を常圧蒸留装置，減圧蒸留装置等に

かけて得られる残留瀝青物質をいう。）に熱可塑性エラストマー，ゴム，熱可塑性樹脂等の改質材を加え

るなどして，性状を変化させたアスファルトのうち，道路等の舗装に用いるアスファルト合材の素材とな

るものをいう。 

第１ 排除措置命令及び課徴金納付命令について 

１ 違反事業者，排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者，課徴金額等 

番

号

違反事業者名 

（法人番号） 
本店の所在地 代表者 

排除

措置

命令

課徴金額 
課徴金減免

制度の適用

１
ニチレキ株式会社 

（7010001008737） 

東京都千代田区九段

北四丁目３番２９号

代表取締役

小幡  学
○ ２５億７７７５万円 ３０％ 

２
日進化成株式会社 

（9011101015836） 

東京都新宿区神楽坂

一丁目１５番地 

代表取締役

伊藤 厚志
○ ５億６３２３万円 ３０％ 

３
東亜道路工業株式会社 

（7010401020201） 

東京都港区六本木七

丁目３番７号 

代表取締役

森下 協一
－ － 免除 

合計 ２社 ３１億４０９８万円

（注２）違反事業者名については，以下「株式会社」の記載を省略する。 

（注３）表中の「○」は，排除措置命令の対象事業者であることを示している。 

（注４）表中の「－」は，排除措置命令又は課徴金納付命令の対象とならない違反事業者であることを示してい

る。 

２ 違反行為の概要（詳細は別添排除措置命令書参照） 

⑴ ニチレキ，日進化成及び東亜道路工業の３社（以下「３社」という。）は，

遅くとも平成２４年３月２３日以降，舗装用改質アスファルトの需要者向け販

売価格の低落を防止し自社の利益の確保を図るため，共同して舗装用改質アス

ファルトの需要者向け販売価格を引き上げ又は維持する旨の合意の下に，舗装

用改質アスファルトの原材料であるストレートアスファルトの仕入価格の大幅

な変動が見込まれる場合等に，３社の営業責任者等による会合を開催するなど

して，舗装用改質アスファルトの需要者向け販売価格の引上げ額又は当該価格

を維持すること等を決定するなどしていた。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第五審査 

電話 ０３－３５８１－１７７９（直通） 
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⑵ ３社は，前記⑴の合意をすることにより，公共の利益に反して，我が国にお

ける舗装用改質アスファルトの販売分野における競争を実質的に制限していた。 

３ 排除措置命令の概要 

⑴ ニチレキ及び日進化成の２社（以下「２社」という。）は，それぞれ，次の

事項を，取締役会において決議しなければならない。 

ア 前記２⑴の合意が消滅していることを確認すること。 

イ 今後，相互の間において，又は他の事業者と共同して，舗装用改質アス

ファルトの需要者向け販売価格を決定せず，自主的に決めること。 

ウ 今後，相互に，又は他の事業者と，舗装用改質アスファルトの需要者向け

販売価格に関する情報交換を行わないこと。 

⑵ ２社は，それぞれ，前記⑴に基づいて採った措置を，自社を除く違反事業者，

自社の舗装用改質アスファルトの需要者及び自社の舗装用改質アスファルトの

取引先である販売業者に通知し，かつ，自社の従業員に周知徹底しなければな

らない。 

⑶ ２社は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の事業者と共同して，

舗装用改質アスファルトの需要者向け販売価格を決定してはならない。 

⑷ ２社は，今後，それぞれ，相互に，又は他の事業者と，舗装用改質アスファ

ルトの需要者向け販売価格に関する情報交換を行ってはならない。 

⑸ ２社は，それぞれ，次の事項を行うために必要な措置を講じなければならな

い。 

ア 自社の従業員に対する，自社の商品の販売活動に関する独占禁止法の遵守

についての行動指針の周知徹底 

イ 舗装用改質アスファルトの販売活動に関する独占禁止法の遵守についての，

舗装用改質アスファルトの販売に関わる役員及び営業担当者に対する定期的

な研修及び法務担当者による定期的な監査 

４ 課徴金納付命令の概要 

２社は，令和２年１月２１日までに，それぞれ前記１の表の「課徴金額」欄記

載の額（総額３１億４０９８万円）を支払わなければならない。 

第２ 注意について 

１ 注意の相手方 

番

号

事業者名

（法人番号） 
本店の所在地 代表者 

１
大林道路株式会社 

（4010601028815） 
東京都千代田区神田猿楽町二丁目８番８号

代表取締役 

福本 勝司 

２
三徳アスリード株式会社（注５）

（4120001213163） 
大阪市淀川区新高四丁目４番１０号 

代表取締役 

林  宏幸 

３
昭和瀝青工業株式会社 

（3140001059457） 
兵庫県姫路市北条口四丁目２６番地 

代表取締役 

濱本 博司 

４
竹中産業株式会社 

（6010001022103） 
東京都千代田区鍛冶町一丁目５番５号 

代表取締役 

竹中 繁夫 

５
ユニ石油株式会社 

（4010401030392） 
東京都港区元赤坂一丁目７番８号 

代表取締役 

南  友和 
（注５）三徳アスリード株式会社は，平成３０年７月１日付けで，三徳商事株式会社から舗装用改質アスファルト

の販売に係る事業を承継した者である。 



２ 行為の概要 

 本件審査の過程において，３社が決定した舗装用改質アスファルトの需要者向

け販売価格の引上げ額又は当該価格を維持すること等について，前記１記載の

５社が，一部の地区において，３社と話し合っていた行為が認められた。 

３ 注意の概要 

 公正取引委員会は，前記２の行為は独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）

の規定の違反につながるおそれがあるものとして，前記１記載の５社に対し，

注意を行った。 


